
令和７年度 さいたま市立病院自動販売機設置事業者公募要領 
 
 さいたま市立病院（以下「市立病院」という。）が実施する自動販売機設置事業者（以下

「設置者」という。）の公募に参加される方は、この公募要領をよく読み、次の各事項を

理解した上、必ず物件調書を確認し、現状等を承知されたうえで入札に参加してください。  
なお、この要領は市立病院の施設内及び敷地内に設置することを条件に定めるものです。 

 
１ 募集事項 

⑴ ３台の一括公募となります。 
⑵ 公募物件及び諸条件については、別添の「公募物件一覧表」のとおりとします。 

なお、現地説明会は実施しません。 
 

２ 申込みの資格 

令和７年４月１日時点において、さいたま市自動販売機設置業者登録名簿に登載され

ている業者とします。 
 

３ 自動販売機の設置条件等 

⑴ 貸付期間 

令和７年１０月１日から令和１１年９月３０日まで（４年間 更新なし。） 

⑵ 貸付料 

設置者が提示した入札価格（月額、消費税等抜き。）に消費税額を加算し、貸付期間

の月数で乗じた金額を貸付料とします。 

⑶ 光熱水費及びその他必要経費 

ア 自動販売機の設置及び撤去に要する費用は、設置者の負担となります。 

イ 自動販売機の種類に応じて発生する光熱水費については設置者の負担

となり、各設置者が自動販売機毎に使用量を計測するメーター（子メー

ター）を取り付け、それにより算出された料金を市が定める期日までに市

が指定する納入方法により納入することとなります。 

ウ 自動販売機の設置場所に応じて、火災等による損害のために付している建物総合

保険料を負担することとなります。 

⑷ 貸付面積 

別添「公募物件一覧表」のとおりとし、使用済容器回収ボックス、電源接続部分及

び放熱スペースも貸付面積に含みます。 

⑸ 節電、環境対策 

原則として、省電力やノンフロン対応、ヒートポンプ機の使用など環境負荷を低

減した機器にすることとします。 

⑹ 災害時の無償提供 

災害時においてさいたま市災害対策本部もしくは施設管理者からの指示等があり、

かつ設置した自動販売機が清涼飲料水を販売している場合、商品を無償提供すること



ができる体制を整えてください。遠隔操作等ができない機種であれば、手動等で提供

できるような手法を施設管理者と協議のうえ設置してください。 

  

４ 使用上の制限 

貸付期間中は、次の事項を遵守してください。 

⑴ 設置者は、機器の機種変更（販売品種の変更又は機器の修繕を除く。）を

しようとする場合は、事前に変更する理由を書面によって市立病院に申請

し、その承認を受けてください。 

⑵ 設置者は、貸付場所の原状を変更しないこと。ただし、市立病院が認める場合はこ

の限りではありません。 

⑶ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないでください。 

⑷ 設置者は市立病院が指定する期日までに、毎月の売上実績を報告してください。 

⑸ その他、共通仕様書、個別物件調書の事項を遵守してください。 

 

５ 維持管理責任 

貸付期間中の維持管理については、次の事項を遵守してください。 

⑴ 設置者は、この公募要領等の定める自動販売機を設置し、設置者自らが維持管理

すること。 

⑵ 設置者は、自動販売機の設置の際に、転倒防止対策及びその他安全対策を行うこ

と。 

⑶ 商品補充、金銭及び品質管理など自動販売機の維持管理については、設置者の負担

と責任で行い、盗難、汚損、毀損等が発生した場合は、速やかに復旧すること。その

際は、さいたま市の責めに帰することが明らかな場合以外は、さいたま市はその責め

を負いません。 

⑷ 使用済容器回収ボックスは、販売する飲料の容器の種類に応じたものを設置し、設

置者の責任で適切に回収すること。 

⑸ 自動販売機の故障、問合せ及び苦情等については、設置者の責任において対応する

こと。 

 

６ 原状の回復 

  貸付期間が満了又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復をしてください。

また、設置者はさいたま市に対して原状回復に要した費用等を請求することはできませ

ん。 
 
７ 公募要領の配布 

配布期間 令和７年７月７日（月）から８月１４日（木）まで 

（土曜、日曜及び祝日を除く） 

午前９時００分から午後４時００分まで 



配布場所 さいたま市保健衛生局市立病院経営部病院施設管理課管理・防災係 
〒３３６－８５２２ さいたま市緑区大字三室２４６０ 
電話 ０４８－８７３－４２４８ 

配布方法 ・上記の期間・場所にて配布 

・さいたま市のホームページにおいて公表します。 

 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/001/p121778.html 

（さいたま市ホームページのトップページより、事業者向けの情報

>届出・手続き>入札・契約 >お知らせ と進んでください） 

 
８ 質問の受付・回答 

質問受付期間 令和７年７月７日（月）から７月３１日（木）まで 

（土曜、日曜及び祝日を除く）午後４時００分まで 

質問受付方法 所定の質問書を次のいずれかの方法にて提出してください。 

・ＦＡＸ番号： ０４８－８７３－５４５１ 

・ｅメール：hsp-shisetsu-kanri@city.saitama.lg.jp 

※上記以外の方法（電話、口頭等）では受付しません。 

質問回答方法 回答は、令和７年８月６日（水）から、さいたま市のホームページ

において公表します。（質問者名は表示しません。） 

 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/001/p121778.html 

（さいたま市ホームページのトップページより、事業者向けの情報

>届出・手続き>入札・契約 >お知らせ と進んでください） 

 

９ 入札参加申込等◆ 

入札参加 

申込期間 

令和７年７月７日（月）から８月１４日（木）まで 

（土曜、日曜及び祝日を除く） 

午前９時００分から午後４時００分まで  

申込場所 〒３３６－８５２２ 

さいたま市緑区大字三室２４６０  
担当 さいたま市 保健衛生局 市立病院 病院経営部 

病院施設管理課 管理・防災係 
電話 ０４８－８７３－４２４８ 

申込方法 上記の期間・場所へ持参もしくは郵送してください。 

※ 郵送については書留郵便（簡易書留を含む。）とし、期間内必着

とします。 

必要書類等 ① 一般競争入札参加申込書（様式第１号を使用してください。） 

② 設置する予定の自動販売機のカタログ又は販売品目一覧表（任

意様式） 

③ 返信用封筒（一般競争入札参加証等の返送用） 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/001/p121778.html
mailto:hsp-shisetsu-kanri@city.saitama.lg.jp
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/001/p121778.html


※ 切手を貼付し、返送先住所・宛名等を記入してください。 

※ 申込期間終了後の提出書類の返却、変更は認めません。 

 

10 入札参加の返信 

提出された応募書類について確認を行い、不備等がなかった場合に申込者宛に「一般

競争入札参加証」を送付します。（８月１８日頃発送予定） 

 

11 入札日時等 

入札会場 さいたま市立病院 本館３階 アッセンブリーホール 

（さいたま市緑区大字三室２４６０） 

入札日時 令和７年８月２２日（金） 午前１１時００分 

必要書類等 ① 一般競争入札参加証（当該公募において市立病院が発行したも

の。） 

② 入札書 

③ 委任状（代理人が入札する場合。） 

④ 入札辞退届（※必要に応じて） 

※ ②から④は、さいたま市のホームページよりダウンロードで

きます。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/001/p121778.html 

（さいたま市ホームページのトップページより、事業者向けの情報>

届出・手続き>入札・契約 >お知らせ と進んでください） 

注意事項 ・ 入札当日は、上記の書類を持参してください。郵送等の受付けはし

ません。 

・ 入札者以外は、会場への入場はできません。 

・ 入札に関して、不正行為又は入札執行者の指示に従わない方は、そ

の場で失格もしくは入札無効とします。 

 

12 入札金額等 

入札金額は貸付料の月額（消費税抜き。）を記載してください。予定貸付価格（月額）

以上で最も高い金額を入札した方が落札者となります。 

⑴ 入札書に記載する際又は入札の際には、次の事項に留意してください。 
ア 数字の記載は、黒インクのボールペン又は万年筆を用いて、算用数字を使用して、

金額の頭に￥マークを記入してください。 
イ 誤字脱字の加除訂正をする場合は、その箇所に押印（訂正印）をしてください。 

なお、入札書の金額の訂正はできません。 
ウ 入札者に入札書の書換え、引き換え又は撤回をすることはできません。 

⑵ ⑴に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は無効とします。 
ア 入札参加資格の無い方の入札 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/001/p121778.html


イ 記載事項が判読不明なものの入札 
ウ 入札事項の一部又は全部が記載されていない入札 
エ 記名、押印がない入札 
オ その他指定した以外の方法により入札した場合 

 

13 落札者の決定 

⑴ 予定貸付価格（月額）以上で最も高い金額（月額）を入札した方が落札者となりま

す。 
⑵ 落札者となるべき同価格の入札をしたものが複数いた場合は、直ちに「くじ」によ

って落札者を決定します。 
⑶ 予定貸付価格以上の入札がない場合は、再度入札をしますが、１回限りとします。  
⑷ 再入札においても落札者が決定できない場合は、他の方法により設置者を決定しま

すが、その方法についてはその時点で公表します。 
⑸ 正当な理由なくして、市立病院が指定する期日までに自動販売機の設置等の手続き

に応じなかった場合又は著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として

相応しくないと施設管理者が判断したときは、設置者の決定を取り消す場合がありま

す。 
 
14 設置事業者の公表等 

  契約を締結した設置者は、さいたま市のホームページで名称を公表されます。 
 
15 契約の締結 

⑴ 落札者には、契約に関する書類をお渡ししますので、市立病院の指示に従ってくだ

さい。 
⑵ 契約締結期限は、令和７年８月２９日（金）までとなります。 
⑶ 契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。ただし、貸付箇所が建物内

の場合は、収入印紙は必要ありません。 
⑷ 契約書は、一般競争入札参加申込者名義で締結します。 

 
16 契約保証金 

一般競争入札で落札した設置者は、契約保証金として貸付料総額の１００分の１０以

上の額を、さいたま市に納付していただきます。 

ただし、契約される方が過去２年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ契約を

履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、次の書類を提出することで免除し

ます。 

⑴ 契約保証金免除申請書 

⑵ 過去２年の間に国又地方公共団体と交わした種類及び規模をほぼ同じくする、契約

書の写し及び契約を誠実に履行したことが確認できる書類 



 

17 契約保証金の還付 

契約保証金は、貸付契約を誠実に履行した契約期間終了後に還付いたします。契約履

行及び完了検査後に還付請求をしてください。 

なお、契約保証金には利息を付しません。 

 

18 貸付料の納付 

貸付料の納付は、さいたま市が指定する方法で指定する金融機関にて指定期日までに

納付するものとします。※納入通知書は、原則、年度ごとに作成します。 

 


